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報 告 書（案） 

 

平成１９年２月２６日付け諮問第１１６６号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」とい

う。）の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可については、諮問のとおり

認可することが適当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりであり、総務

省においては、以下の点が確保されることを要望する。（括弧内は別添において対応する当

委員会の考え方） 

 

・ 総務省においては、ＮＴＴ東西による債権保全措置の運用が適正に行われるよう、当該

措置の運用状況について、運用開始後２年間、定期的（四半期ごと）にＮＴＴ東西より報

告を受け、その検証を行うこと。また、当該期間が経過した時点において、引き続き検証

を行うことの必要性の有無について、改めて検討を行うこと。（考え方２、８、２０） 
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東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備 

に関する接続約款の変更案への意見及びそれに対する考え方（案） 

（債権保全措置等に係る規定整備） 

 
【総論】 
意見１  再意見１ 変更案におおむね賛成。 考え方１ 

－ ○ 変更案におおむね賛成いたします。 

 

（個人） 

 

－ 

 

意見２ わずかな貸倒れのために多くの事業者に

高額の預託金を求めることは、バランスを欠い

ている。変更案が認可された場合の影響につい

ても十分検討されるべき。 

再意見２ 考え方２ 

○ 本件約款の変更が認可された場合、資金調達

力が弱い中小規模の事業者を中心に相互接続の

開始・維持に多大な影響が生じる一方で、ＮＴ

Ｔ東西は接続料の貸倒れの現状や深刻度合いに

ついて具体的な説明を十分しておらず、接続事

業者(ひいては競争や新事業の創出により便益を

受ける国民全体)およびＮＴＴ東西に与える影響

について比較衡量がなされていません。そもそ

も接続料会計における貸倒れの率は非常に低率

（２００３(平成１５)～２００５(平成１７)の各

年度の平均が東日本で約０．０１３％，西日本

で約０．０１２％）です。既存の制度下でも一

般的な民間企業と比較しても十分高い回収率を

すでに達成しているのであって、残る僅少な貸

倒れのために多くの事業者に対し高額の預託金

を求めることは明らかにバランスを欠き、デメ

リットばかりが目立ちます。本件認可の検討に

あたっては、ＮＴＴ東西の接続会計に与える影

響だけでなく、変更案が認可され実際に施行さ

れた場合の影響についても十分検討されなけれ

○ 数百ある当社との接続事業者様におい

て、年に延べ数百件の支払遅延が発生して

おり、平成１９年度においては十億円程度

の巨額の貸倒が発生する見込み（※）とな

っている等、当社の債権保全に係るリスク

は現実のものとなっており、支払を怠るお

それがある事業者様に対して債権保全措置

をとらせていただくことが必要であると考

えます。 

なお、今回の規定変更においては、担保

措置を求める場合であっても、その対象は

支払いを怠るおそれがある事業者様に限定

しており、担保措置の水準も必要 小限と

しております。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

※ ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本の各々にお

いて、十億円程度発生の見込み。 

○ 接続事業者が債務の支払いを怠るおそれがある

場合において、当該接続事業者の債務の履行を担

保することを目的として当該接続事業者に対し預

託金等により債務の履行の担保を求めることは、

電気通信事業の適正かつ合理的な運営を確保する

観点から妥当と考えられる。 

しかしながら、ＮＴＴ東西が債務の履行の確保

のために講じる措置が接続事業者の事業に及ぼす

影響等にかんがみ、総務省においては、ＮＴＴ東

西による債権保全措置の運用が適正に行われるよ

う、当該措置の運用状況について定期的（四半期

ごと）にＮＴＴ東西より報告を受け、その検証を

行うことが適当である。 

なお、当該債権保全措置は１年間を運用基準と

していることを踏まえ、上記の検証は運用開始後

２年間実施することとし、当該期間が経過した時

点において引き続き検証を行うことの必要性の有

無について、総務省において改めて検討を行うこ

とが適当である。 

別添 

 ２
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ばなりません。 
 
（日本インターネットプロバイダー協会） 
（ＩＳＰ１２社連名） 

 
○ 数十あるＮＴＴ東西との接続事業者のうち、

事業撤退等の理由により、債務不履行に陥った

のは、ごく少数であるのに、接続約款に規定し

て他の電気通信事業者に対して債権保全を確保

しようとする蓋然性がＮＴＴ東西殿にはないと

思います。 
 
（ＫＶＨ） 

 

意見３ 債権保全に関するガイドラインでは、債
権保全方式は当事者間の協議に委ねられるとあ
るが、今回の変更により、ＮＴＴ東西の債権保
全の条件に従うことが優先され、協議が後回し
になる。また、電気通信事業者へのあっせん又
は仲裁の申請には期間がかかるため、ＮＴＴ東
西の条件に合意せざるを得ない。 

再意見３ 考え方３ 

○ 新規参入事業者に対して、ＮＴＴ東西殿は設

備面のボトルネックを有する事業者ですが、さ

らに相互接続サービスに関する費用面でのボト

ルネック事業者にもなります。債権保全に関す

るガイドラインでは、「債権保全の方式は、基

本的には当事者間の協議に委ねられる。」とあ

りますが、今回の接続約款の変更により、ＮＴ

Ｔ東西殿が認可申請した債権保全の条件(預託金

等)に従うことが 優先になり、当事者間の協議

は後回しになります。 

なお、これに不服である場合は、電気通信事

業紛争処理委員会へあっせん又は仲裁の申請を

することができるとありますが、この手続きに

係る処理時間が追加されるため、設備建設工事

の申し込みにおいては、定期申込時期に合わせ

－ ○ 今回の変更案のうち、第７５条の３第１項各号

については、債務の支払いを怠るおそれがあると

判断することにつき合理的理由があると考えられ

るものについて列挙したものであり、ＮＴＴ東西

から請求があれば、接続事業者は債務の履行の担

保を要することとなるが、接続事業者が第７５条

の３第１項各号のいずれにも該当する事実がない

ことを示し、そのことが確認できた場合には債務

の履行の担保を要しないこととされている。それ

以外の場合（第７５条の２）については、債務の

履行の担保の必要性について当事者間で協議した

上でその要否を決定することとなる。 

したがって、接続事業者は、債務の履行を怠る

おそれがなく、預託金の預入れ等が不要と考える

場合にあっては、その合理的な根拠を示すなど必
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るため、（遅延すると不定期の工事になり、工

事単価が割高になります）、ＮＴＴ東西殿が求

める工事費等の前払い(預託金)に合意せざるを

得ない実情があります。 
 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 
 

要な情報提供を行うことが円滑な協議に資するも

のと考える。 

 

意見４ 第一種指定電気通信設備を設置する事業

者のみが接続を強要されているわけでないの

に、何故ＮＴＴ東西だけが改正を行うのか。今

回の接続約款の変更に反対。 

再意見４ 考え方４ 

○ 本接続約款の変更の趣旨が必ずしも明確でな

いことを申し上げたいと思います。NTT 東西殿

が、昨今の電気通信事業者の事業からの撤退の

ために、接続料金の貸し倒れが発生したので、

今後、そのような事態が起きないようにするた

め、接続約款に所要の改正をし、債権保全措置

を講じるためであると推定できます。しかし、

なぜ、ＮＴＴ東西殿だけがこのような改正を行

わなければならないのか合理的な説明が不足し

ています。電気通信事業法第３２条によれば、

「電気通信事業者は、他の電気通信事業者の電

気通信設備をその設置する電気通信回線設備に

接続すべき旨の請求を受けたときは、同条で列

挙された場合を除きこれに応じなければならな

い」と規定されており、指定電気通信事業者の

みが接続を原則、強制されているわけではあり

ません。よって、債権保全を図るべきなのは、

NTT 東西殿だけではなく他の電気通信事業者も

同様であると考えられるのに、接続約款に規定

することにより、債権保全について一種の強制

力を担保しようとする方法には異論があります

ので、今回の接続約款の変更に反対いたしま

す。 

（ＫＶＨ） 

○ 昨今の電気通信市場の急激な変化や競争

の激化等により、接続事業者様が経営破綻

して接続料が回収不能となる事例が発生し

ている現状に鑑み、ご意見のとおり、当社

を含む各電気通信事業者が債権保全を図っ

ていく必要があるものと認識しておりま

す。総務省殿が策定された「電気通信事業

分野における事業者間接続等に係る債権保

全措置に関するガイドライン」（以下「債

権保全ガイドライン」）も同じ認識に立つ

ものと理解しております。当社は、第１種

指定電気通信設備を設置する事業者とし

て、多数の接続事業者様と公平・迅速・円

滑な接続を実現することを要請されている

ものと認識しており、債権保全措置につい

て接続約款に規定することは、これに資す

るものと考えます。 

また、当社以外の事業者様におかれまし

ても、必要により各事業者様の接続約款又

は相互接続協定等に規定することにより、

同様の措置が可能になるものと認識してお

ります。 
 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

○ ＮＴＴ東西については、第一種指定電気通信設

備を設置する電気通信事業者として、電気通信事

業法第３３条第２項の規定に基づき、接続約款の

変更に当たっては総務大臣の認可を受けなければ

ならないことから、今回認可申請が行われている

ものである。 

ＮＴＴ東西以外の電気通信事業者については、

必要に応じ、総務大臣への認可申請を行うことな

く接続約款又は相互接続協定の変更を行うことが

可能である（ただし、第二種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者は、総務大臣への接続約

款の事前届出が必要。）。 
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１ 債務の履行の担保措置に関する規定の見直し 
 (１） 債務の履行の担保（第 75 条の３） 
    ① 接続に関し負担すべき債務の履行の担保（第 75 条の３第１項）  
意見５－１ 預託金の預入れを要する場合の基準

が義務的接続の約款として不相当。 

再意見５ 考え方５ 

○ 変更案第７５条の３第１項は、預託金の預入

れを要することとなる場合の基準が義務的接続

の約款として不相当であること（特に、第７５

条の３第１項４号については、基準の明確性お

よび債権保全ガイドライン（「電気通信事業分

野における事業者間接続等に係る債権保全措置

に関するガイドライン」）において例示する水

準を大きく上回る水準である点の双方におい

て）から、原案での認可には反対いたします。

 

（日本インターネットプロバイダー協会） 

（ＩＳＰ１２社連名） 

 

意見５－２ 第７５条の３第１項各号のいずれか

に該当すると自動的に債務の履行の担保を要す

るとの規定は不適当。 

○ 第７５条の３第１項各号のいずれかに該当す

ると「債務の履行を担保することを要する」と

機械的・画一的に適用され、それを期日までに

履行しないと接続停止も可能となり、ＮＴＴ東

西殿が一方的に有利な規定です。この決定まで

には当事者同士の協議プロセスが存在すること

を明確にしてください。 

 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 

 

○ 第７５条の３（債務の履行の担保）第１項各

号に該当する場合には、支払いを怠るおそれが

あることが合理的に判断できることから、担保

措置の請求にあたり、接続事業者様との協議等

を経る必要はないと考えます。 

ただし、接続事業者様が第７５条の３第１項

各号のいずれにも該当しないとする合理的根拠

を示し、当社がそのことを確認できた場合に

は、担保措置を要しないこととします。 

 
（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 
 

○ ウィルコム殿及びフュージョン・コミュニケ

ーションズ殿の意見に賛同します。 

接続約款に示された基準のいずれかに該当し

た場合に、機械的に担保措置を求めることは適

切ではなく、「電気通信事業分野における事業

者間接続等に係る債権保全措置に関するガイド

ライン」にあるとおり、債務の支払いを怠るお

それがあると判断する合理的な根拠を相手事業

者へ示した上で、相手事業者との協議プロセス

を設けるべきと考えます。 

第一種指定電気通信事業者による恣意的な運

用を排除する意味においても、事業者間で協議

することを要する旨の明確化を図ることが重要

であると考えます。 

 

（ソフトバンクグループ） 

○ 第７５条の３第１項各号に掲げる場合は、い

ずれも債務の支払いを怠るおそれがあると判断

することにつき合理的理由があると考えられ

る。また、「電気通信事業分野における事業者

間接続等に係る債権保全措置に関するガイドラ

イン」（以下「債権保全ガイドライン」とい

う。）２（２）２）における例示は一例である

と記載しているとおり、それ以外の合理的な場

合を排除するものではない。 

したがって、同項各号のいずれかに該当する

場合には、ＮＴＴ東西の請求により債務の履行

の担保を要すると規定することは、一定の合理

性が認められる。 

なお、接続事業者側が第７５条の３第１項各

号のいずれにも該当する事実がないことを示

し、そのことが確認できた場合には、債務の履

行の担保を要しないものと考えられる。 
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○ 担保措置を行なう場合は、接続事業者との協

議を行ない、反証を提出する機会を設けるべき

と考えます。また、協議の結果、債務不履行リ

スクがないことを接続事業者が示した場合、も

しくは過去の取引状況に照らして該当事由が軽

微な場合等が示された場合は、適用除外とすべ

きと考えます。 

例：他の格付機関において一定以上の格付けを

取得している場合 

例：過去に滞納が発生していない事業者が、事

務処理の関係上、わずかに支払期限を超えた

場合 

 

（ウィルコム） 

 

○ 接続申込者の個別の事象も考えられることか

ら、各条件の一に該当することをもって、自動

的に債務の履行の担保を要する規定は適切でな

いと考えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

意見５－３ 第７５条の３第１項の基準は、ＮＴ

Ｔ東西の判断基準が尊重され過ぎており、接続

事業者の意見を尊重するよう変更すべき。 

○ 変更案第 75 条の３第１項に列挙されている

事項について異論があります。本項は、ＮＴＴ

東西殿の判断基準があまりに尊重され、接続事

業者の意見を聞くことがなく一義的に債権保全

を求めることになっており、不当ですので少な

くとも該当接続事業者の意見を尊重するよう記

述を変更すべきであると考えます。 

 

（ＫＶＨ） 
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意見６ 第７５条の３第１項第１号の「接続に関

し負担すべき金額について過去１年以内に当社

が定める支払期日までに支払いを行わなかった

ことがあるとき」については、単なる事務処理

上の遅延等の場合は対象にしないことを明確化

すべき。 

再意見６ 考え方６ 

○ 変更案第７５条の３第１項１号において、

預託金の預入れを要することとなる場合の基

準として「接続に関し負担すべき金額につい

て、過去１年以内に当社が定める支払期日ま

でに支払いを行わなかったことがあるとき」

との条項がありますが、実際には接続事業者

の資金繰りの悪化等によるものではなく、Ｎ

ＴＴ東西からの請求書の未着、さまざまな請

求書がばらばらに送付されることによる事務

上の行き違いも懸念されます。過去の約款改

定の際に、情報通信審議会が支払方法につい

て改善を求めた点についても何ら改善されて

いません。このため、「（ただし、催告を受

け 直 ちに支 払 いを行 っ た場合 を 除き ま

す。）」等の規定を設けていただきたいと存

じます。 
(理由) 
接続料および工事料については、所管の各

支店や部署ごとからばらばらに送付されてお

り、相互接続の形態によっては非常に多数の

請求書が送付されることになります。また、

送付方法も普通郵便であり、請求書の未着も

実際に生じているところです。 

接続料の支払いについては、接続事業者か

らの不満・苦情が寄せられているところであ

り、例えば、ＮＴＴ東西が２００４年(平成１

６年)４月１３日申請した接続約款改定の際に

情報通信審議会が意見募集を行った際には、

イー・アクセスから、ＮＴＴ東西からの請求

○ 請求書発行に係る当社の事務処理誤り等当社

の責めに帰すべき事由により支払期日までに支

払いできなかった部分については、第７２条

（料金等の支払い）の規定により、支払遅延に

は該当しません。 

また、支払い方法に関するご指摘について

は、ご要望のあった事業者様には、当社指定口

座への直接入金方法に変更させていただいてお

り、請求書がばらばらに送付されているという

ご指摘については、事業者様からのご要望を踏

まえ、ＤＳＬ、ダークファイバ等の請求につい

て、各支店からの請求を当社本社からの一括請

求に変更させていただくなど改善に努めている

ところです。 

 

○ 第７５条の３（債務の履行の担保）第１項第

１号の要件に該当した場合であっても、例え

ば、長期間に亘り滞りなく接続料金の支払いを

行っている事業者様に対して、事務処理の誤り

等により数日の滞納が発生したことのみをもっ

て担保措置を要することとする等、一般商慣行

に鑑みて著しく不当と考えられる場合には担保

措置を請求しない考えです。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

○ 事務処理上の遅延やミスにより支払が遅延

した場合であって、実質的にみて債務の支払

いを怠るおそれがあるとはいえないことが確

認できたときは、債務の履行の担保を要しな

いと判断することが適当である。 

また、ＮＴＴ東西の責めに帰すべき事由に

より支払期日までに支払いができなかった場

合についても、支払遅延に該当しないと解さ

れる。 

なお、ＮＴＴ東西においては、事務上の行

き違い等が生じないよう、接続事業者側から

の要望等を踏まえつつ、引き続き支払方法の

改善に努めることが適当である。 



 ８

書は各支店及び項目毎に毎月２００件以上も

あり、業務上の負担が著しいこと、接続料金

の支払いに、窓口支払いだけでなく口座引き

落とし等の方法を追加するよう意見が提出さ

れ、審議会においても「ＮＴＴ東西におい

て、銀行等への支払方法を可能にするよう速

やかに措置を講じる必要がある。」との考え

方が示されております。しかしながら、この

点については何ら改善されるに至っておら

ず、事務上の行き違いにより「未払い」と扱

われる懸念は解消されないことから、 低限

これらの点が改善されるまでは、催告を受け

てなお支払えなかった場合でなければ強硬な

措置を講じることはできない規定としていた

だきたいと存じます。 
 

（日本インターネットプロバイダー協会） 

（ＩＳＰ１２社連名） 
 

○ 単に事務処理上の遅延やミスにより支払い

が遅れた場合については、信用不安とは性質

が異なるはずなので、実質的には除かれるも

のと理解します。実際の状況も考慮し、協議

により両社の合意を前提に運用が行われるべ

きと考えます。 
 
（イー・アクセス、イー・モバイル） 
 

○ 事務処理等のミスにより、支払期限をごく

わずかに超過する場合もありうると考えます

（当該事象は、ＮＴＴ東西殿が債務者の場合

でも起こりうるものと考えます）。このよう

な事例においては、重大な債務不履行リスク

があるとは考えられませんが、本規定では同

様の扱いになっております。 

（ウィルコム） 



 ９

意見７ 第７５条の３第１項第３号については、

一時的な債務超過もあり、過去の支払実績や将

来の債務不履行のリスクを考慮すべき。 

再意見７ 考え方７ 

○ 直近の決算において債務超過であるときと

あるが、直近が債務超過であれば、必ずしも

債務超過に陥るわけではなく、むしろ過去の

支払いの実績(履行遅延や不完全履行の有無)

を考慮すべきですので、削除をお願いしま

す。 

 

（ＫＶＨ） 

 

○ 新規事業者や事業拡大期においては、一時

的な債務超過が発生する可能性があります。

この場合、当該企業の加入者数の伸び等を考

慮し、将来的な債務不履行リスクを判断する

ことが必要であると考えます。 

 

（ウィルコム） 

○ 債権保全ガイドラインにおいても規定され

ているとおり、直近の決算において債務超過

であるとき（第７５条の３第１項第３号）

を、支払いを怠るおそれの有無を判断する場

合の客観的指標とすることは合理的であるも

のと考えます。 

また、担保措置は今後発生する債務不履行

に備えるものであることから、仮に、過去に

おいて債務不履行がなかったとしても、支払

いを怠るおそれ（債務超過）がある場合に担

保措置を要するとすることは当然のことであ

るものと考えます。 

なお、債務超過が一時的なものか否かを判

断することは困難であり、担保措置の要否

は、現に債務超過であるか否かによって判断

することが適当であると考えます。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

○ 直近の決算書類において債務超過に陥って

いる場合に債務の支払いを怠るおそれがある

として債務の履行の担保を要するとすること

は、一定の合理性が認められる。 

なお、接続事業者が債務超過でないことを

示し、そのことが確認できた場合には、債務

の履行の担保を要しないものと考えられる。 

 

意見８―１ 第７５条の３第１項第４号の基準

（「支払いを怠るおそれがあるものとして当社

が別に定める基準に該当」）の設定をＮＴＴ東

西のみに委ねると恣意的な運用が可能であるこ

とから、不適当。 

再意見８ 考え方８ 

○ 第７５条の３第１項第４号では、ＮＴＴ東西

殿が指定する信用評価機関において支払いを怠

るおそれがあるものとして別に定める基準に該

当するときとあるが、ＮＴＴ東西殿の信用評価

機関の選定基準に合理性があるか疑問ですので

削除すべきであると考えます。 
 
（ＫＶＨ） 

 

○ 信用評価機関の評価においては各機関によっ

て様々な表現が用いられていることから、接続

約款において特定の表現に限定することは困難

であるため、電気通信事業法施行規則第 23 条

において接続の義務を負わないこととされてい

る「支払いを怠るおそれがある」という表現を

使用することとしたものです。 

なお、債権保全ガイドライン公表時に示され

た総務省殿の考え方においても、｢第三者機関

○ ＮＴＴ東西が別に定める基準については、

「債務の支払いを怠るおそれがあるとき」との

限定が付されており、接続約款上必要と考えら

れる水準は担保されていると認められることか

ら、接続約款で限定された範囲内において、

個々の信用評価機関の名称、評価基準等の実際

の運用にわたる部分について別途定めるとする

ことについては、一定の合理性が認められる。 

なお、債務の支払いを怠るおそれがあるかど
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○ 第７５条の３第１項第４号の基準（「支払い

を怠るおそれがあるものとして当社が別に定め

る基準に該当」）の設定をＮＴＴ東西のみに委

ねることは適切でなく、約款上対象となる事業

者が際限なく広がる可能性を有しますし、各事

業者において予見性がありません。あくまでも

第１号、第３項のように客観的かつ外形的に判

断できる基準とすべきであり、原案のまま認め

られるべきではありません。運用でカバーする

のであれば、予定されている運用を約款に盛り

込み、必要な時点で変更すればよい。第７５条

の３第１項第４号の基準はガイドラインの例示

（「債務不履行に陥るおそれが極めて高い」）

を大きく超えるもので、妥当ではありません。
 
（日本インターネットプロバイダー協会） 
（ＩＳＰ１２社連名） 
 

○ ＮＴＴ東西殿が指定する信用評価機関の評価

にはそれぞれ特徴があると思われます、その選

定や基準をＮＴＴ東西殿が指定できますので、

その恣意的な運用が可能です。 
 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 
 

○ 「当社が指定する信用評価機関の信用評価に

おいて、支払いを怠るおそれがあるものとす

る」とする基準については、別に定めるものが

あるとされており、接続約款上具体的な記述が

されていない。これらの内容については、ＮＴ

Ｔ東西の Web ページにて公表されることとされ

ているが、第一種指定電気通信事業者の恣意的

運用への懸念を排除する観点から、接続約款に

おいて明確に規定され、厳格に審査されること

が適切であると考えます。 
 

（ソフトバンクグループ） 

による評価の表記の仕方は様々であり、債務の

支払いを怠るおそれがあると判断される場合と

して本ガイドラインで挙げた例以外のものを排

除するものではない。｣とされております。 

 

○ 当社としては、接続条件の仔細全てを接続約

款に規定しなければならないものではなく、接

続にあたって必要となる基本的な条件を接続約

款に規定しておくものと考えており、今回もそ

のように規定しております。 

第４８条の３（情報の提出）第２項で提出を

求める情報の詳細や、第７５条の３（債務の履

行の担保）第１項第４号で指定する信用評価機

関及び信用評価機関の評価方法といった細目に

ついては、事業者様向けに公表した上で公平に

取り扱う考えです。 

 

○ 支払いを怠るおそれの有無を判断する場合の
客観的指標として信用評価機関の信用評価を活
用することについては、債権保全ガイドライン
においても規定されているところです。信用評
価機関の選定にあたっては、一般に広く利用さ
れている信用評価機関や格付機関を利用する考
えであり、また、当該機関の信用評価には当社
の恣意が入る余地もないため、客観的指標とし
ての妥当性を欠くことはないものと考えます。
なお、「支払いを怠るおそれがあるものとし

て当社が別に定める基準」については、当社に
おいて過去に貸倒が発生したケース及び第７５
条の３第（債務の履行の担保）第１項第１号か
ら第３号に該当する事例が発生したケース等の
実績に基づいて設定する考えであり、このよう
な方法で当社が基準を定めることは合理的であ
ると考えます。 
（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

うかの判断に当たって信用評価機関の評価は、

債権保全ガイドラインにおいても、債務の支払

いを怠るおそれがあるかどうかを判断するため

の客観的な指標の一つとして例示しているとこ

ろである。 

 

○ ＮＴＴ東西が指定する信用評価機関の評価に

関して別に定める基準が、支払いを怠るおそれ

があるとはいえない場合を含むことにより、接

続の業務において不当な運営を行っていると認

められるときは、電気通信事業法第２９条第１

項第１１号の規定に該当し、業務改善命令の対

象となり得る。 

したがって、総務省においては、考え方２に

示したとおり、ＮＴＴ東西による債権保全措置

の運用状況について検証を行うことが適当であ

る。 

なお、ＮＴＴ東西が別に定める基準について

は、接続事業者に対して誠実に説明する必要が

ある。 
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意見８－２ 第７５条の３第１項第４号によりＮ
ＴＴ東西が別に定める信用評価機関の基準につ
いては、接続事業者も含めた検討や総務省によ
るチェックが必要。 

○ 評価機関の評点については、評価基準・方法

が必ずしも明らかではないため、接続事業者向

け説明会を行い、今回設定された基準が妥当な

ものであるか、接続事業者も含めて検討を行な

うことが必要であると考えます。 
 
（ウィルコム） 

 
○ 別に定める事項として公表する事項（信用評

価機関の基準）についても、総務省による定期

的な内容のチェックが必要と考えます。 
 
○ 「当社が別に定める基準」について、接続申

込者にとって過度に不利益な内容が定められた

り、接続義務に反するなどの問題があれば、事

業法上の適切な対応を要望します。 
 
（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 
意見９ 第７５条の３第１項第４号の信用評価機
関の信用評価で一つの評価機関の評点のみが基
準を下回ることをもって、直ちに担保措置を求
めることは不適当。 

再意見９ 考え方９ 

○ また１の機関の１の基準に該当した場合では

なく、複数の信用評価機関が同様の結果を示し

た場合にその対象になるにしても、不払い実績

がない事業者に対して必要以上の経済的な負担

を求めることにならないことを要望します。 

 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 

 

○ 信用評価機関の信用評価は、公表された資料

○ 「支払いを怠るおそれがあるものとして当

社が別に定める基準」については、当社にお

いて過去に貸倒が発生したケース及び第７５

条の３（債務の履行の担保）第１項第１号か

ら第３号に該当する事例が発生したケース等

の実績に基づいて設定する考えであり、この

ような方法で当社が基準を定めることは合理

的であると考えます。 

また、信用評価機関として一般に広く利用

○ 信用評価機関の評価を複数定める場合にお

いて、各評価機関の評価基準がいずれも「債

務の支払いを怠るおそれがある」と判断する

ことが合理的と判断されるものであるとき

は、接続事業者の評価がそのいずれか一つに

該当すれば債務の支払いを怠るおそれがある

と判断することについては、一定の合理性が

あると認められる。 

 



 １２

等を中心に行なわれるものであり、格付け取得

等に比べて、対象企業の詳細な分析が行なわれ

ているものではないと考えております。また、

信用評価機関により、評価が異なる場合も存在

いたします。したがって、一つの評価機関の評

点のみが基準を下回ることをもって、直ちに担

保措置を求めることは、一面的なものであると

考えます。 

評価機関の評価が一つでも下回った場合に自

動的に適用するのではなく、逆に、一つ以上の

評価機関の評価が基準を上回っている場合は適

用除外にすべきと考えます。 

 

（ウィルコム） 

 

されている信用評価機関や格付機関を利用す

ることは合理的であり、当該機関の信用評価

には当社の恣意が入る余地もないため、この

点からも客観的指標としての妥当性を欠くこ

とはないものと考えます。 

従って、複数の信用評価機関を利用する場

合にそれらのそれぞれ合理性のある基準のう

ちの一つに該当するときは、当社としては、

支払いを怠るおそれがあると判断せざるを得

ないものと考えます。 

なお、評価基準については、事業者様向け

に公表した上で公平に取り扱う考えです。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

意見１０ 第７５条の３第１項第４号に規定する

信用評価の取得費用は、指定電気通信設備管理

部門の費用として接続料金等に反映されること

から、一律に利用するのではなく、費用を 小

限にするよう運用すべき。 

再意見１０ 考え方１０ 

○ 評価機関を利用する費用については、指

定電気通信設備管理部門の費用として接続

料金等に反映されるものと理解しておりま

す。したがって、一律評価機関を利用する

のではなく、財務諸表等に基づき一次判断

を行い、必要な場合のみ評価機関を利用す

る等、費用を必要 小限にするよう運用す

べきと考えます。 

 

（ウィルコム） 

 

○ 当社は、適切な債権保全措置を行うため

に当社が必要と判断する範囲において信用

評価機関の評価結果を入手する考えです。 

  支払いを怠るおそれの有無を判断するに

あたって、財務諸表等の情報と信用評価機

関の信用評価は、相互に代替するものでは

なく並列的に用いるものと考えておりま

す。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

○ 信用評価の取得費用は、ＮＴＴ東西の第

一種指定電気通信設備管理部門の費用とし

て接続料金に反映されることにかんがみ、

ＮＴＴ東西にあっては、債務の支払いを怠

るおそれがないとの判断ができないなど、

必要な場合に評価結果を取得することとす

ることが適当である。 

 

意見１１ 第７５条の３第１項第６号に「その他

前号各号に準ずる合理的な事由があるとき」と

あるが基準がはっきりしないため、削除すべ

考え方１１ 考え方１１ 
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き。あるいは、具体的に想定している項目があ

れば、個別事由を号として規定すべき。 

○ 「その他前各号に準ずる」との規定では、

基準がはっきりせず、接続事業者不利益が生

じるおそれがあるので、削除すべきと考えま

す。 

なお、具体的に想定している項目があるの

であれば、接続事業者があらかじめ認識でき

るよう、個別事由を切り出して号として規定

すべきと考えます。 

また、「合理的な事由」の規定を残す場合

に、立証責任は、ＮＴＴ東西側にあると考え

ます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

○ 第７５条の３（債務の履行の担保）第１項

第６号に該当するものとしては、接続事業者

様において法令違反等により企業の存続に重

大な影響を及ぼす事象が発生した場合等が考

えられますが、支払いを怠るおそれがある状

況全てについて列挙することは困難であるた

め、「その他前各号に準ずる合理的な事由が

あるとき」との規定を設けているものです。 

この規定に該当する場合を含め担保措置を

求める場合には、第７５条の３第６項に規定

するとおり、当社から当該事業者様に対し

て、担保措置を要する理由を通知することと

しております。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

○ 第６号の「その他前各号に準ずる合理的な

事由があるとき」については、第１号から第

５号までの事由とおおむね同様の内容である

ことが合理的と判断される場合に限られる。 

なお、第６号に基づいて債務の履行の担保

を請求するときは、第７５条の３第６項の規

定により、ＮＴＴ東西よりその事由が書面に

より通知されることとされており、接続事業

者は、ＮＴＴ東西から提示された事由が前各

号に準ずる合理的な事由に該当するとはいえ

ないと考えるときは、紛争処理手続を利用

し、その合理性を争うことも可能である。 

 

 

  

  ② 履行を担保すべき債務の額（第 75 条の３第２項） 
意見１２－１ 第７５条の３第２項の預託金の水

準は新規参入阻止や接続拒否等の競争阻害要因

となることが懸念される。 

再意見１２ 考え方１２ 

○ 今回の変更で具体化した預託金等の水準

（ 大４か月分）は、新規参入阻止や接続拒

否等の競争阻害要因となることが懸念されま

す。 

 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 

 

意見１２－２ ４か月分の預託金は 大限の額

であり、減額が可能となる等の減額規定を明

記すべき。 

○ 当社の接続約款において、月ごとの接続料債

務の履行を担保するためには少なくとも４か月

分に相当する額の担保措置が必要となると考え

ますが、接続申込者様から合理的理由をお示し

いただいた場合には履行を担保すべき額を減額

する旨、第７５条の３（債務の履行の担保）第

２項において規定しているところであり、相殺

により当社の債権が確実に保全される場合もこ

れに含まれます。 

しかしながら、相殺により当社の債権が確実

○ 接続事業者からＮＴＴ東西に対する網使用

料の支払いが原則として利用月の翌月末払い

とされていること、接続停止予告通知までの

期間、接続停止予告期間（３０日）、接続停

止までの期間、接続解除までの期間（定額制

の網使用料の場合）等を考慮すると、従量

制・定額制いずれの場合も３か月分の預託金

ではカバーできず、４か月程度の不履行債務

が発生すると見込まれることから、網使用料

について担保を要する債務の額を４か月分相
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○ ４か月分の費用の預託金は 大額である筈

です。その減額規定を合理的な理由と一言で

片付けることなく、当事者間に債権の相殺を

可能とする等の接続事業者の預託金を 小と

する等の減額規定を明記してください。 

 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 

 

○ 本変更案では預託金は想定される負担額の

「４か月分に相当する額」に変更すべきと考

えます。協定解除までいたらず継続を前提と

する場合等にはその負担の適正性から、実際

に支払いを要することとなる金額や事業者間

の具体的な取引実態によって決められるべき

と考えます。特に、反対債権の有無、実態と

してどちらの事業者に債権額が多いのか、２

社間相互の支払い遅延及び過去の実績（支払

い遅延が発生していないなど）等を勘案し、

総合的に判断する必要があると考えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

意見１２－３ 第７５条の３第２項の履行をすべ

き債務の額は、相殺を実施し、純債務の額のみ

について担保すべきと規定すべき。 

○ 後に、第７５条の３第２項の履行を担保

すべき債務の額は、接続事業者との債権債務

にいおいて同等額での相殺を実施し、純債務

の額のみについて担保すべきと規定するのが

妥当であると思いますのでご再考をお願いし

ます。 

 

（ＫＶＨ） 

○ 「（接続申込者が月ごとに想定される負担

額を前払いする等の理由を示し、それが合理

に保全されるためには、接続申込者様が相殺の

対象となる債権を相殺前に譲渡するなど担保機

能を失わせることがないこと、接続申込者様の

債権額が担保機能を果たす程度に安定的に推移

すること等を個別に確認させていただく必要が

あることから、一律にその要件を規定すること

は困難であり、個別に合理性を判断させていた

だくことになるものと考えます。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

当とするとの規定は、必要 小限のものとし

て一定の合理性が認められる。 

 

○ 接続事業者から預託金の減額について合理

的な理由が提示されたときは、ＮＴＴ東西に

おいては、第７５条の３第２項の規定によ

り、預託金の額を減額することが適当であ

る。 

なお、第７５条の３第２項かっこ書に例示

されている前払いのほか、反対債権との相殺

についても預託金の減額事由となり得るが、

その合理性は個別に判断せざるを得ないと考

えられる。 

また、接続事業者から提示された減額理由

については、ＮＴＴ東西においてその合理性

を判断することとなるが、接続事業者はＮＴ

Ｔ東西の判断が合理的なものでないと考える

ときは、紛争処理手続を利用し、その合理性

を争うことも可能である。 
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的であると当社が判断した場合は減額するも

のとします。）」とありますが、両社におい

て債権が発生する場合は、相殺分を減額した

正味固定資産額を算定の基準とすることを例

示として明記すべきと考えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

意見１３ 担保措置は、月ごとに想定される負

担額の４か月分となっているが、網使用料は

接続停止以後は発生しないため、接続停止ま

での期間分とすることが適当。 

再意見１３ 考え方１３ 

○ 担保措置は、月ごとに想定される負担額の４

か月分となっておりますが、網使用料について

は、接続停止以後は発生しないため、接続停止

までの期間分とすることが適当であると考えま

す。 
 
（ウィルコム） 

○ 従量制の網使用料については、接続停止以後

は発生しませんが、滞納料金についての支払い

の催促や支払意思の確認、協議、接続停止予

告、接続停止等に必要な期間を考慮すると、現

実には少なくとも４か月程度の網使用料が発生

するものと考えております。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

（上記に同じ） 

 

意見１４ 網改造料を協定が消滅するとした場

合に負担すべき金額を含めることは、預託金

の額が不相当に高額になるおそれがあり、原

案での認可に反対。「コロケーションルール

の見直し等に係る接続ルールの整備について

の答申」で示された考え方にも沿わない。 

再意見１４ 考え方１４ 
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○ 預託金の額に「協定消滅を仮定した場合の

費用」を含めることは、預託金の額が不相当

に高額になるおそれがあり、小規模事業者に

は新たな参入障壁以外の何ものでもなく、新

事業の創生にも影響が懸念されることから、

原案での認可には反対いたします。 

 

（日本インターネットプロバイダー協会） 

（ＩＳＰ１２社連名） 

 

○ 「協定が消滅とするとした場合に負担すべ

き網改造料に相当する額」の担保が必要とさ

れておりますが、接続開始当初に本規定が実

施された場合は、実質的に網改造費用の一括

前払いと同じ結果となります。これは、現在

議論されている「コロケーションルールの見

直し等に係る接続ルールの整備について答申

（案）」に示された「債務不履行リスクを回

避するために網改造料の費用回収方法を一括

前払いとする必要性は認められない。」(P.24)

との考え方に沿わないため、網使用料と同

様、数か月分とすることが適当であると考え

ます。 

 

（ウィルコム） 

 

○ 当該答申においては、「網改造料の債務不履

行リスクについても、網使用料と同様、預託金

等により対応することが可能である。」と示さ

れており、今回の改正内容は答申の規定内容に

沿ったものです。 

網改造料の対象となる機能については、その

機能利用により当該事業者様に費用負担いただ

く額が決定されるため、その額について担保措

置を講じていただく必要があり、「数か月分」

では担保措置として不十分です。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

○ 網改造料について債務不履行が発生した場

合、その額は、協定が消滅した場合に発生す

る費用相当額となることから、協定が消滅す

るとした場合に接続申込者が負担すべき網改

造料に相当する額を預託金とすることは、一

定の合理性が認められる。 

なお、第７５条の３第２項第２号に規定さ

れているとおり、接続申込者からの網改造料

の支払いに応じてその額が減額されるほか、

第７５条の３第１項各号のいずれにも該当し

ないことが確認されたときは、預託金は返還

されることとなる。 

 

○ なお、「コロケーションルールの見直し等

に係る接続ルールの整備について」答申（平

成１９年３月３０日）では、網改造料の債務

不履行リスクについて、預託金等により対応

できることから、費用回収方法を一括前払い

に変更することにより対応する必要性は認め

られないことを指摘したものである。 

 

 

③ 工事費、手続費等についての担保措置（第 75 条の３第３項） 

 

意見１５ 第７５条の３第１項各号に該当する

と機械的に債務の履行の担保を要することと

なり、これを履行しないと接続停止も可能と

なる。この決定までに当事者同士の協議プロ

セスがあることを明確化すべき。 

再意見１５ 考え方１５ 



 １７

○ 第７５条の３第１項各号のいずれかに該当

すると「債務の履行を担保することを要す

る」と機械的・画一的に適用され、それを期

日までに履行しないと接続停止（第６０条）

も可能となり、ＮＴＴ東西殿が一方的に有利

なものです。この決定までには当事者同士の

協議プロセスがあることを明確にしてくださ

い。 

 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 

 

（再意見５と同じ。） （考え方５と同じ。） 
 

 

 

  ④ 接続協定消滅の際に発生する債務の担保措置（第 75 条の３第４項） 
意見１６ 第７５条の３第４項の「協定が消滅

することとした場合において接続申込者が負

担すべき費用」を預託金の預入れの範囲に含

めると、預託金の額が不相当に高額となる場

合がある。また、不意打ち的に預託金を求め

られる事例も予想されることから不適当。 

再意見１６ 考え方１６ 

○ 預託金預入れを求める範囲に、「協定が消

滅することとした場合において接続申込者が

負担すべき費用」（変更案第７５条の３第４

項）を含めることは、求められる預託金の額

が不相当に高額となる場合がある。また、当

該費用は設備の転用可否により異なるが、転

用可否はＮＴＴ東西が随時変更することとな

っており、不意打ち的に預託金を求められる

事例も予想され、これは事業者の経営の安定

性を著しく損なうことになります。このよう

に大きな問題がありますので、この条項は認

められるべきではありません。 

 

（日本インターネットプロバイダー協会） 

○ 接続事業者様の経営破綻が生じた場合には、

網改造料の対象機能に係る費用が回収不能とな

るため、改正規定における網改造料に係る担保

措置については合理的であると考えます。 

なお、担保措置を求める時点において転用可

能な設備については、事業者様の負担に配慮

し、転用物品価額を減算することとするもので

す。 

また、従来転用可としていた設備を転用不可

とすることにより追加の担保措置を要すること

となる場合には、転用不可となった旨の通知を

行った上で、通常担保措置を請求する場合の期

間と同様の期間を設け担保措置を講じていただ

くこととする考えです。 

○ 原状復旧等に要する費用については、協定が

消滅した場合に発生する費用相当額となること

から、協定が消滅するとした場合に接続申込者

が負担すべき費用に相当する額を預託金とする

ことは、一定の合理性が認められる。 

なお、第７５条の３第１項各号のいずれにも

該当しないことが確認されたときは、預託金は

返還されることとなる。 

 

○ なお、転用可否の取扱いの変更については、

それが合理的である場合には、転用不可への変

更により担保措置を要することとなってもやむ

を得ないと考えられるが、転用可否の取扱いの

変更があり、担保措置を要する額が増加する場
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（ＩＳＰ１２社連名） 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

合には、追加的な担保措置が必要となること及

びその理由について接続事業者に対し誠実に説

明するとともに、担保の履行期日までに適切な

期間を設けることが必要である。 
 

 

 

  ⑤ 預託金等の返還等（第 75 条の３第５項及び第７項） 
意見１７ 預託金の運用益については、預託者

に還元されるべき。 

再意見１７ 考え方１７ 

○ 預託金は無利息とされているところ、特に

預託金が高額となる場合はその運用益がＮＴ

Ｔ東西に帰属することは不当利得が生じるこ

とになり、また、仮に接続会計に繰り入れて

接続料の引下げに回った場合は、預託金を預

け入れた事業者とそうでない事業者との間で

不公平が生じることになるため、運用益につ

いては預託額で比例配分するなどの方法によ

り、預託者に帰属させることが必要と考えま

す。 

 

（日本インターネットプロバイダー協会） 

（ＩＳＰ１２社連名） 

 

○ 本変更案は利子を支払わない規定となって

います。４か月分の預託金は、接続事業者に

とって相当の金額になります。預託金や銀行

による債務保証には、その調達費用が発生し

ますのでそれを考慮した金利を付すべきで

す。 

 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 

 

○ 預託金は債務の履行を担保する目的で預かる

ものであって、運用を目的に借り入れるもので

はないことから、利息を付す必要はないものと

考えております。 

なお、金融機関等による債務保証について

は、当社が現金を預かるものではないことか

ら、金利を付す必要がないものと考えており、

このような代替手段を利用することが可能であ

ることに鑑み、金利を付さない規定については

特段問題がないものと考えております。 

また、預託金による担保措置の１形態とし

て、当該事業者様の定期預金に対する質権の設

定によることも基本的に許容する考えであり、

この場合には当該事業者様に利息が帰属するこ

とになります。 

預託金の件数、金額等の情報開示に関するご

意見については、接続料等に直接影響するもの

ではないことから、当該情報を開示する必要は

ないものと考えます。 
 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 
 

○ 預託金に係る利息の取扱いについて法令上

明確なルールがあるわけではなく、利息を付

さないとすること自体が合理性を欠くとはい

えない。 

  なお、ＮＴＴ東西によれば、ＮＴＴ東西へ

の預託金については、利息の付されない預金

口座において管理しているとのことである。 
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  (２） 債務の履行の担保に係る協議の申入れ（第 75 条の２） 
意見１８－１ 第７５条の２第１項に規定する協

議の申入れについては、ＮＴＴ東西に恣意性を

与えるべきでなく「必ず協議を申し入れなけれ

ばならない」とすべき。 

再意見１８ 考え方１８ 

○ 第７５条の２で規定してある協議の申入れで

すが、ＮＴＴ東西殿は、「債務の履行の担保に

係る協議の申し入れをできる」のではなく、債

権保全を行うときは「必ず協議を申し入れなけ

ればならない」とするべきです。本件運用につ

いてＮＴＴ東西殿に協議をするかどうかについ

て恣意性を与えるべきではありません。 

 

（ＫＶＨ） 

 

意見１８－２ 第７５条の２第１項の「支払いを

怠るおそれがないと当社が判断できないとき」

とはどのような状況かを具体的に記載すべき。 

○「ＮＴＴ東西が判断できないとき」とは、どの

様な状況か。積極的に判断しない場合も含め

て、ＮＴＴ東西殿は、随時債務の履行を担保す

るよう協議を申し入れることができることにな

ります。具体的な事例の記載を要望します。 

 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 

 

○ 「おそれがないと判断できないとき」とする

と範囲が広すぎ、接続申込者の予見性を欠くた

め規定として適切でないと考えます。不必要に

解釈の範囲を拡大させ、ＮＴＴ東西殿による恣

意的な運用が行われないよう具体的な判断基準

を定めるべきと考えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

○ 第７５条の２（債務の履行の担保に係る協

議申入れ等）の改正については、事業者様へ

の予見性・透明性の確保の観点から、従前か

らの運用プロセスを明文化するものです。 

第１項の規定変更については、債権保全ガ

イドラインにおいても「預託金の預入れ等

は、基本的に事業者間の協議において任意に

求めることができる。」と規定されていると

おり、各事業者が必要に応じて任意に協議を

申し入れることができるものであることを明

確化するものです。 

債権保全ガイドラインにおいても「預託金

の預入れ等は、基本的に事業者間の協議にお

いて任意に求めることができる。」と規定さ

れているとおり、各事業者が必要に応じて任

意に協議を申し入れることができるものと考

えます。 

なお、協議を申し入れるにあたっては、各

事業者様との取引状況や各事業者様からお示

しいただいた資料等を含め総合的に判断させ

ていただくこととなるため、協議申入れの要

件を限定的に規定することは適当でないと考

えます。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

○ 接続に関して協議を申し入れることは自由
であり、協議の中で債務の履行の担保の必要
性について話し合うこととなる。 
なお、債権保全ガイドラインにおいて「預

託金の預入れ等は、基本的に事業者間の協議
において任意に求めることができる。」との
考え方を示している。 

 



 ２０

意見１９－１ 債務の履行を怠る危険性について

は、ＮＴＴ東西が立証できなければならず、接

続申込者に証明を求めることは行き過ぎであ

る。 

再意見１９ 考え方１９ 

○ 特に義務的接続にあっては、ＮＴＴ東西が

「債務の履行を怠る相当の危険性」を積極的に

立証できなければならないと考えるべきで、接

続事業者に「債務の履行を怠る可能性がないこ

と」までの証明を求めることは行き過ぎである

ことを念頭に検討される必要があります。 
 
（日本インターネットプロバイダー協会） 

（ＩＳＰ１２社連名） 

 

意見１９－２ 第７５条の２第２項では、ＮＴＴ

東西が「おそれがあると判断した場合」債務の

履行の担保を求めることができるとされている

が、強制力はないと理解。ＮＴＴ東西による恣

意的な運用が行われないよう要望。 

○ 第２項は、協議が調わない段階でも、「おそ

れがあると判断した場合」、ＮＴＴ東西殿が債

務の履行の担保を求めることを可能とする趣旨

であって、接続申込者への強制力はないと理解

していますが、ＮＴＴ東西殿により、合理性を

欠く恣意的な運用がないよう要望します。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

○ この規定では、協議において接続事業者が反

証を提示した場合であっても、NTT 東西殿の判

断により一方的に担保を求めることが可能とな

るおそれがあります。従来の「負担すべき金額

の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき」と

の規定に変更することを要望いたします。 

 

○ 第２項の規定追加については、第１項の規

定に基づき申入れた協議にさえ応じていただ

けないため又は協議において支払いを怠るお

それがないことを示していただけなかったた

め、支払いを怠るおそれがあると判断せざる

を得ない場合に担保措置を求めていくことを

明確化するものです。 

反対に、協議において支払いを怠るおそれが

ないと当社が判断できた場合には、当然、担保

措置を求めることはありません。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

○ 第７５条の２第２項の「支払を怠るおそお

それがあるとして当社が判断した場合」につ

いては、ＮＴＴ東西は、債務の履行の担保を

求めることとされているが、その場合、第７

５条の３第６項の規定により、ＮＴＴ東西よ

りその事由が書面により通知されることとさ

れており、接続事業者は、ＮＴＴ東西から提

示された理由では支払を怠るおそれがあると

判断できないと考えるときは、紛争処理手続

を利用し、その合理性を争うことも可能であ

る。 

 



 ２１

（ウィルコム） 

 

意見１９－３ 第７５条の２第２項で、接続申込

者が債務の履行の担保を求められた場合、ＮＴ

Ｔ東西の判断に不服がある場合は、電気通信事

業紛争処理委員会等のあっせん・仲裁等の手続

が可能であると理解。 

○ 接続事業者がＮＴＴ東西殿の判断に不服があ

る場合には、電気通信事業紛争処理委員会等の

あっせん・仲裁等の手続が可能であると認識し

ております。 

 

（ウィルコム） 
 

 

 

２ 情報等の提出等に関する規定整備 

(１) 情報の提出（第 48 条の３） 

 

意見２０－１ 第４８条の３第２項の規定により

接続事業者に提出を求める情報の種別は、「別

に定める」ものとされており、接続約款上は具

体的な記述がされない。恣意的な運用を排除す

る観点から、接続約款において明確に規定さ

れ、厳格に審査されるべき。 

再意見２０ 考え方２０ 

○ 第４８条の３「情報の提出」における接続事

業者に求める情報の種別は別に定めるものがあ

るとされており、接続約款上具体的な記述がさ

れていない。これらの内容については、ＮＴＴ

東西の Web ページにて公表されることとされて

いるが、第一種指定電気通信事業者の恣意的運

用への懸念を排除する観点から、接続約款にお

いて明確に規定され、厳格に審査されることが

適切であると考えます。 

○ 当社としては、接続条件の仔細全てを接

続約款に規定しなければならないものでは

なく、接続にあたって必要となる基本的な

条件を接続約款に規定しておくものと考え

ており、今回もそのように規定しておりま

す。 

第４８条の３（情報の提出）第２項で提

出を求める情報の詳細や、第７５条の３

（債務の履行の担保）第１項第４号で指定

○ 第４８条の３第２項の規定に基づきＮＴＴ東西

が提出を求める情報として別に定めるものについ

ては、「接続に関して負担すべき金額の支払いを

怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために

必要な情報」、「貸借対照表及び損益計算書等財

務の状況を示すもの」との限定が付されており、

接続約款上必要と考えられる水準は担保されてい

ると認められることから、接続約款で限定された

範囲内において具体的な情報の内容を別に定める



 ２２

（ソフトバンクグループ） 

 

意見２０－２ 第４８条の３の「当社が別に定め

る情報」の内容について、総務省のチェックが

必要。また、接続申込者に過度に不利益な内容

が定められたり接続義務に反するなどの問題が

あれば、事業法上の適切な対応を要望。 

○ 別に定める事項として公表する事項（信用評

価機関の基準）についても、総務省による定期

的な内容のチェックが必要と考えます。 

 

○ 「当社が別に定める情報」について、接続申

込者にとって過度に不利益な内容が求められた

り、接続義務に違反するなどの問題があれば、

事業法上の適切な対応を要望します。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

する信用評価機関及び信用評価機関の評価

方法といった細目については、事業者様向

けに公表した上で公平に取り扱う考えで

す。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

ことについては、一定の合理性が認められる。 

 

○ ＮＴＴ東西が別に定める情報の内容が、上記の

限定を超えて必要とされる以上のものを含むこと

により、接続の業務において不当な運営を行って

いると認められるときは、電気通信事業法第２９

条第１項第１１号の規定に該当し、業務改善命令

の対象となり得る。 

したがって、総務省においては、考え方２に示

したとおり、ＮＴＴ東西による債権保全措置の運

用状況について検証を行うことが適当である。 

なお、ＮＴＴ東西が別に定める情報の内容につ

いては、接続事業者に対して誠実に説明する必要

がある。 

 

意見２１ 第４８条の３の「当社が別に定める情

報」には、戦略上の重要事項は含むべきではな

い。 

再意見２１ 考え方２１ 

○ 「当社が別に定める情報」には、接続申込者

の事業計画、契約者見込みなどの戦略上の重要

事項は、含むべきでないと考えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

○ 第４８条の３（情報の提供）第２項により

接続申込者様に対し提出を要することとする

「当社が別に定める情報」については、貸借

対照表及び損益計算書等財務の状況を示すも

のに限定しており、事業計画、契約者見込み

は含んでおりません。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

－ 

 

 

 



 ２３

４ 接続停止等に関する規定整備 

(１) 接続の停止の規定の見直し（第 60 条） 

 

 

意見２２ 債務の履行を担保すべき期日はＮＴＴ

東西が一方的に設定するのではなく、協議を行

い接続申込者も対応ができる時期となるように

設定されるべき。 

再意見２２ 考え方２２ 

○ 第６０条の「当社が定める期日」等としてい

る点について、ＮＴＴ東西殿によって一方的に

設定されると、ＮＴＴ東西殿と接続申込者の交

渉力の差異から、接続申込者に不利な条件下で

の交渉となるおそれがあると考えます。協議を

踏まえ、接続申込者側にも十分な対応ができる

時期が設定されるべきと考えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 
 

○ 「当社が定める期日」については、当社

が担保措置を請求してから１か月後（当社

と新たな接続を開始する場合の事前調査回

答から接続申込までの期間に相当しま

す。）を基本として当社が設定する考えで

す。なお、期日の設定に際しては、公平性

の観点から、個々の事例ごとに大幅に異な

る運用を行うことは考えておりません。 
 
（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

○ 新たな接続を開始する場合の事前調査回答から

接続申込までの期間に相当する期間を基準として

債務の履行を担保すべき期日を１か月以内とする

ことについては、一定の合理性が認められる。 

しかしながら、担保を要する額によっては必ず

しも新たな接続を開始する場合と同列に考えるこ

とが適当とはいえないこともあり得る。 

したがって、債務の履行を担保すべき期日につ

いては、接続事業者に合理的な事情がある場合に

はこうした事情にも配慮しつつ設定することが適

当であり、そのことが公平性に反すると評価され

るものではない。 
 

 
 

その他 

意見２３ 本変更案についても、第１０１条の双

務的条件への追加が必要である。 

再意見２３ 考え方２３ 

○ 現行の第１０１条には（双務的条件）の規定

があり、「協定事業者は、（中略）規定する条

件と同等の条件で双務的に協定を締結すること

ができます。」としています。本変更内容につ

いても、双務的条件への追加が必要と考えま

す。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

○ 今回の接続約款変更については、債権保

全ガイドラインの規定を踏まえ、当社の立

場において必要と考える債権保全措置を規

定するものです。他事業者様は、設定され

た接続条件等が当社とは異なり、必要とな

る債権保全措置の内容も異なると考えられ

ることから、各事業者様がそれぞれ自らに

適した債権保全措置を採られるべきものと 

○ 事業者間の協議は、接続形態や料金の変更など

接続に関するものであれば、双方から自由に協議

開始を提起できるものである。 

双務的条件としていなくても、接続事業者から

同様の協議を申し入れることは可能である。 

 



 ２４

○ 今回の債権保全措置に関する規定整備におい

ては、条文の新設が行なわれておりますが、双

務的条件を規定する第１０１条の変更が行われ

ておらず、片務的な規定となっております。相

互接続においては、双方の債務が存在するた

め、下記条文については、双務的条件を担保す

べきと考えます。 
 

対象条文 備考 
第４８条の３ 
（情報の提出） 

条文新設 

第７５条の２ 
（債務の履行の 
担保に関する 
協議申入れ等） 

規定変更 
（従来は、 
第７５条の２ 
（預託金等）） 

第７５条の３ 
（債務の履行の担保） 

条文新設 

 

（ウィルコム） 

 

考えます。 

 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 

 

○ ウィルコム殿、イー・アクセス殿及びイ

ー・モバイル殿の意見に賛同します。 

相互接続において、一般的に双方に債務

が存在することを踏まえると、片務的な規

定とすることは不適切であるため、第１０

１条についてもあわせて変更されるべきと

考えます。 

 

（ソフトバンクグループ） 

 

意見２４  再意見２４ 預託金を負担する必要性もしく

は可能性のある接続事業者への還元を目的

として、第三者からの問い合わせや苦情等

のあっせん仲介の義務を債権保全措置を行

う事業者の責務とするよう規則を変更すべ

き。 

考え方２４ 

－ ○ 今回の変更案により、預託金を負担する

必要性もしくは可能性のある接続事業者へ

の還元を目的として、第三者からの問合せ

や苦情等のあっせん仲介の義務を債権保全

措置を行う事業者の責務とする規則の変更

を求めます。 

 

（個人） 

○ 接続事業者に関する問合せ、苦情等は、当該接

続事業者において対応すべきものであり、御指摘

のような義務を債権保全措置を行う事業者の責務

とする必要性は認められない。 

※ 意見の項目名は、申請概要の主な変更内容の項目に沿って記載。 


